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５
月
は
、
軽
自
動
車
税
（
市
税
）

の
納
期
で
す
。

　
税
金
を
納
め
た
と
き
の
領
収
書

に
は
、
継
続
検
査
用
（
車
検
用
）

納
税
証
明
書
が
付
い
て
い
ま
す
の

で
、
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
所
有
者
が
死
亡
ま
た
は

転
出
し
た
場
合
は
、
異
動
の
手
続

き
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
早

め
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
軽
自
動
車
・
自
動
車
な
ど
を
障

が
い
の
あ
る
方
の
た
め
に
使
用
し
、

一
定
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
場

合
、
軽
自
動
車
税
か
自
動
車
税

（
県
税
）
の
ど
ち
ら
か
を
減
免
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
軽
自
動
車
税
の
減
免
を
申
請
す

る
方
は
、
５
月
26
日
㈪
ま
で
に
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
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学
生
の
方
は
国
民
年
金
保
険
料

の
納
付
を
猶
予
で
き
る
特
例
制
度

4

ま
ち
か
ど
伝
言
板

案
内

市民文化会館運営管理計画（案）
パブリックコメント

　平成28年度当初に開館予定している市民文化会館の
運営指針となる「白河市市民文化会館運営管理計画(案)」
を策定しましたので、市民の皆さんからの意見を募集し
ます。
◦募集期限　６月16日㈪まで
※応募方法などは、市ホームページをご覧いただくか、お問
い合わせください（資料は本庁舎文化振興課、各庁舎教育
振興課、市ホームページで閲覧できます）。
問本庁舎文化振興課　内２３８７

<愛の基金>
♥３万円　菊地信光　様（萱根）
♥５千円　金勝寺ボランティア　佐藤　力　様
<小峰城城郭復元基金>
♥26,000円  コフレダミティエ　中村千恵子　様
　　　　　　　　（京都府中京区）
♥３万円　白河の関地域保全隊　様
♥１万円　「戊辰の秘話」寄金（第５回）　　
　　　　　白河史耕会　様
♥１万円　蒔田正雄　様（東京都三鷹市）
<歴史民俗資料館資料等取得基金>
♥１千円　白河史耕会　様
<ふるさと納税>
♥１万円　岡本孝之　様（東京都世田谷区）
♥１万円　伊藤千代子　様（東京都世田谷区）
♥２万円　木田明子　様（東京都世田谷区）
♥１万円　阿美知子　様（東京都世田谷区）
<学校給食への提供>
♥小松菜　江戸川区学校給食友の会代表　小原英行　様
<義援金・寄附金>
♥22,384円　不二家川島ベイシア店（㈲マ
　　　　　　　ルタ商会　田崎徹也）　様
♥３千円　葛巻ゆかり　様　
<仮設住宅等支援者>
◦日本カイロプラクターズ協会　様
◦スズヤ鍼灸治療院　様
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ボ
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３
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期
間
内
に
、
施
設
内
の
店
舗
で

買
い
物
を
し
た
レ
シ
ー
ト
５
０
０

円
に
つ
き
１
回
抽
選
が
で
き
ま
す
。

◦
開
催
期
間
　
６
月
１
日
㈰
～
14

日
㈯

《
イ
ベ
ン
ト
》

◦
日
時
　
6
月
14
日
㈯
／
午
前
10

時
～
午
後
３
時

◦
会
場
　
楽
蔵
（
中
町
）

◦
内
容
　
レ
シ
ー
ト
ラ
リ
ー
抽
選

会
、
ス
テ
ー
ジ
イ
ベ
ン
ト
、
ダ
ン

ス
、
和
太
鼓
な
ど

※
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
参
加
者

を
募
集
し
ま
す
（
衣
類
・
雑
貨
の

み
）。
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復
興
支
援
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
、

Ｊ
Ｔ
サ
ン
ダ
ー
ズ
が
バ
レ
ー
ボ
ー

ル
教
室
を
行
い
ま
す
。

◦
日
時　
６
月
28
日
㈯
／
午
前
10

時
～
午
後
３
時
30
分

学
生
納
付
特
例
制
度

が
あ
り
ま
す
。
学
生
納
付
特
例
期

間
は
、
将
来
年
金
を
受
け
取
る
た

め
に
必
要
な
期
間
（
受
給
資
格

期
間
）
に
計
算
さ
れ
、
病
気
や

け
が
で
障
害
が
残
っ
た
と
き
も
障

害
基
礎
年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が

で
き
る
な
ど
、
万
一
の
備
え
に
な

り
ま
す
。
猶
予
さ
れ
た
保
険
料
は

10
年
以
内
に
納
付
（
追
納
）
す
る

と
、
年
金
額
に
反
映
さ
れ
ま
す
。

希
望
す
る
方
は
、
本
庁
舎
国
保
年

金
課
ま
た
は
各
庁
舎
地
域
振
興
課

へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
前
年
度
に
申
請
し
在
学
予
定
期

間
の
登
録
が
済
ん
で
い
る
方
は
、

日
本
年
金
機
構
よ
り
申
請
用
の
は

が
き
が
届
き
ま
す
。

◦
対
象
者
　
大
学
（
大
学
院
）・

短
大
・
専
門
学
校
・
高
校
な
ど
に

在
学
す
る
学
生　
※
本
人
の
所
得

に
よ
る
制
限
あ
り

◦
対
象
期
間
　
毎
年
４
月
か
ら
翌

年
３
月
ま
で
（
年
度
の
途
中
で
国

民
年
金
に
加
入
し
た
場
合
は
、
当

該
月
か
ら
翌
年
３
月
ま
で
）

◦
申
請
に
必
要
な
も
の
　
①
学
生

証
の
写
し
ま
た
は
在
学
証
明
書
の

原
本　
②
印
鑑
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◦
会
場　
中
央
体
育
館
（
北
中
川

原
）

◦
参
加
料　
無
料

◦
対
象
　
小
・
中
学
生
、
高
校
生
、

家
庭
婦
人
バ
レ
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ボ
ー
ル
チ
ー
ム

◦
定
員
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０
０
人
程
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◦
申
込
期
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５
月
30
日
㈮　
※

先
着
順
（
各
団
体
ご
と
の
申
し
込

み
と
な
り
ま
す
）

◦
申
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・
問
い
合
わ
せ
先

市
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ボ
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白
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が
し
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
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事
務
局　

矢や
ぶ
き吹
☎
０
８
０

︲
２
８
３
５
︲
９

４
１
６


